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不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

要
綱

第
一

地
価
公
示
法
の
一
部
改
正

一

都
市
計
画
区
域
そ
の
他
の
土
地
取
引
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
区
域
に
お
い
て
地
価
公
示
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

罰
則
の
整
備
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

地
価
公
示
法
の
一
部
改
正

第
四
の
一
２
の
不
動
産
鑑
定
士
補
の
資
格
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

不
動
産
鑑
定
士
等
の
業
務

１

不
動
産
鑑
定
士
及
び
不
動
産
鑑
定
士
補
（
以
下
「
不
動
産
鑑
定
士
等
」
と
い
う

）
は
、
不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行

。

う
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
称
を
用
い
て
、
不
動
産
の
客
観
的
価
値
に
作
用
す
る
諸
要
因
に
関
し
て
調
査
若
し
く
は
分

析
を
行
い
、
又
は
不
動
産
の
利
用
、
取
引
若
し
く
は
投
資
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
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も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
二
関
係
）

２

不
動
産
鑑
定
士
等
は
、
１
の
業
務
（
以
下
「
鑑
定
評
価
等
業
務
」
と
い
う

）
に
関
し
、
良
心
に
従
い
誠
実
に
行
う

。

責
務
及
び
守
秘
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
三
及
び
第
二
条
の
四
関
係
）

３

不
動
産
鑑
定
士
等
は
、
鑑
定
評
価
等
業
務
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
維
持
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
五
関
係
）

二

不
動
産
鑑
定
士
等
に
対
す
る
懲
戒
処
分

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
不
動
産
鑑
定
士
等
が
不
当
な
不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行
っ
た
と
き
に
加
え
、
そ
の
他
鑑
定
評
価

等
業
務
に
関
す
る
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
行
っ
た
と
き
に
、
懲
戒
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

２

不
動
産
鑑
定
士
等
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
禁
止
の
処
分
に
よ
り
、
不
動
産
鑑
定
士
等
は

鑑
定
評
価
等
業
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
不
動
産
鑑
定
士
等
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
し
て
、
登
録
を
消
除
し
、
又
は
鑑
定
評
価
等
業
務
を

禁
止
す
る
ほ
か
、
戒
告
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
関
係
）
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三

不
動
産
鑑
定
業
者
に
対
す
る
監
督
処
分

国
土
交
通
大
臣
は
、
不
動
産
鑑
定
業
者
に
対
す
る
監
督
処
分
と
し
て
、
登
録
を
消
除
し
、
又
は
そ
の
業
務
を
停
止
す
る

ほ
か
、
戒
告
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
関
係
）

四

研
修

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
出
を
し
た
不
動
産
鑑
定
士
等
の
品
位
の
保
持
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と

等
を
目
的
と
す
る
不
動
産
鑑
定
士
等
の
団
体
は
、
不
動
産
鑑
定
士
等
に
対
す
る
研
修
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
関
係
）

五

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
込
み
等
の
特
例

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
不
動
産
鑑
定
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
、
不
動
産
鑑
定
士
等
の
登

録
の
申
請
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
五
十
三
条
関
係
）

六

権
限
の
委
任

国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
等
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
五
十
四
条
関
係
）

七

罰
則
の
整
備
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

不
動
産
鑑
定
士
の
資
格

１

不
動
産
鑑
定
士
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
三
１
の
実
務
修
習
を
修
了
し
三
４
の
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受

け
た
者
は
、
不
動
産
鑑
定
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
に
伴
い
、
不
動
産
鑑
定
士
補
の
資
格
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

二

不
動
産
鑑
定
士
試
験

１

不
動
産
鑑
定
士
試
験
の
目
的
及
び
方
法

不
動
産
鑑
定
士
試
験
は
、
不
動
産
鑑
定
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど

、

。

う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し

短
答
式
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
八
条
関
係
）

２

試
験
科
目
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短
答
式
に
よ
る
試
験
は
、
不
動
産
に
関
す
る
行
政
法
規
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
行
う

(1)
も
の
と
す
る
こ
と
。

論
文
式
に
よ
る
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
及
び
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
さ
れ
た
者
に
つ

(2)
き
、
民
法
、
経
済
学
、
会
計
学
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

３

試
験
の
免
除

短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
係
る
合
格

(1)
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。大

学
等
に
お
い
て
通
算
し
て
三
年
以
上
法
律
学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
若
し
く
は
助
教
授
に
あ
っ
た
者
又
は
法
律

(2)
学
に
属
す
る
科
目
に
関
す
る
研
究
に
よ
り
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
一

定
の
科
目
に
つ
い
て
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

三

実
務
修
習
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１

実
務
修
習
は
、
不
動
産
鑑
定
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
、
不
動
産
鑑
定
士
と
な
る
の
に
必
要
な
技
能
及
び
高

等
の
専
門
的
応
用
能
力
を
修
得
さ
せ
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
実
務
修
習
機
関
」
と
い

。
）

。

（

）

う

が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と

第
十
四
条
の
二
関
係

２

実
務
修
習
機
関
の
登
録
基
準
、
実
務
修
習
業
務
規
程
、
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
、
報
告
の
徴
収
等
実
務

修
習
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
所
要
の
規
定
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
三
か
ら
第
十
四
条
の
二
十
一
ま
で
関
係
）

３

実
務
修
習
機
関
は
、
修
習
生
が
実
務
修
習
の
す
べ
て
の
課
程
を
終
え
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
修
習
生
の
実
務

修
習
の
状
況
を
書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
十
二
関
係
）

、

、

、

４

国
土
交
通
大
臣
は

３
の
報
告
に
基
づ
き

修
習
生
が
実
務
修
習
の
す
べ
て
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
る
と
き
は

当
該
修
習
生
に
つ
い
て
実
務
修
習
の
修
了
し
た
こ
と
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
十
三
関
係
）

四

罰
則
の
整
備
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
五

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
及
び
第
四
並
び
に
こ
れ
ら

に
関
連
す
る
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
関
係
）


